
その書類名を記載すること。

　「許可申請

　　協　　議」

こと。

10.　「添付書類」の欄には、道路占用の場所、物件の構造等を明らかにした図面その他必要な書類を添付した場合に、

9.

「開削」、「推進」等、添加で足場を組む場合は「足場」等）を具体的に記載すること。

　「道路の復旧方法」の欄には、原因者復旧又は市への委託復旧の別を記載すること。

　変更の許可申請にあっては、関係する欄の下部に変更後のものを記載し、上部に変更前のものを（　）書きする

7. 　「工事実施の方法」の欄には、占用工事を伴うものについて道路の掘削の有無及び工事の方法（掘削の場合は

8.

　「占用物件」の「数量」の欄には、線・管類以外のもので単位があるものについて、面積、本数、個数、基数等

の数量を記載すること。

（縦、横、高さ、長さ又は幅）を記載すること。

6. 　「占用物件」の「名称」の欄には、具体的に占用物件の種類を記載すること。

令和

及び

　「占用物件」の「規模」の欄には、線・管類については外径及び長さを、線・管類以外のものについては大きさ

、

〔記載要領〕

1.
「第32条

氏 名

については、該当するものを○で囲むこと。

日

年

　第35条」

「許可を申請

　協　　　議」

号

月

月

月年

年

日

日

第

日

受 付 受 付

号 令和

変更新

令和 年

更新

担当者

住 所

許 可

第月

規 模

担当者
氏 名

備 考

数 量

氏 名

工 事 施 行

業 者

ＴＥＬ

工 事 期 間

道 路 の

復 旧 方 法

年

年令和

年
占 用 期 間

月

路線名

場 所

名 称

許可を申請

協　　　議

令和

令和 月

月

道路法
第32条

第35条
の規定により します。

占 用 目 的

占 用 場 所

間

月

日から

日まで

カ ラ ー タ イ ル

日から

日まで

間
令和 年

砂 利

ア ス フ ァ ル ト

車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

・

・

コ ン ク リ ー ト

構 造

工事実施の

車道

歩道

路 面 区 分

掘 削 面 積

ＴＥＬ

方 法

添 付 書 類

占用物件の

(宛先 ) 高松市長

㎡

㎡

㊞

道路占用
規

書
許可申請

協　　議

2.

氏名を記載するとともに、「担当者」の欄に所属・氏名を記載すること。

変

規 新 更

新 更

　「車道・歩道・その他」については、該当するものを○で囲むこと。

4.

 については、該当するものを○で囲み、更新・変更の場合には、従前の許可書又は同意書の番号

及び年月日を記載すること。

3. 　申請者が法人である場合には、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を、「氏名」の欄には名称及び代表者の

占 用 物 件

　「占用目的」の欄には、占用物件を設置する理由を具体的に記載すること。

5. 　「場所」の欄には、地番まで記載すること。占用が２以上の場所にわたる場合には、起点と終点を記載すること。



年 月

構 造

許 可

日

受 付 受 付

令和 年 月 号 令和 日年 月第

道路占用
許可申請

書
協　　議

新 更 変 第 号

規 新 更 年 月

(宛先 ) 高松市長 令和 日年 月

日

担当者
協　　　議

住 所

氏 名

氏 名

ＴＥＬ

㊞

道路法

占 用 目 的

許可を申請
します。

第32条
の規定により

第35条

占 用 場 所
路線名 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

場 所

名 称 規 模 数 量

日まで
占 用 期 間

令和 日から

月

占用物件の

令和 年
間

日まで
工 事 期 間

令和

月

工事実施の

方 法

年 月 日から

令和 年
間

道 路 の

復 旧 方 法
添 付 書 類

・

ア ス フ ァ ル ト ・
路 面 区 分

工 事 施 行

コ ン ク リ ー ト

カ ラ ー タ イ ル

砂 利

車道業 者
担当者

氏 名

ＴＥＬ

㎡

歩道 ㎡
掘 削 面 積

令和 年

備 考

年 月令和 日

高松市長

消防署長

警察署長

北 ・ 南 ・ 東 ・ 西

北 ・ 南 ・ 東 ・ 西

大 西 秀 人

道路占用について（照会）

許可申請

回　　　　　　　答 回　　　　　　　答

協　　議

殿
高松市

高　松

高松市　北・南・東・西　消防署長

月日 日年月

このことについて、上記のとおり がありましたので、回答願います。

号

高 松 市 指 令 道 管

第

令和

占 用 物 件

高松　北・南・東・西　警察署長

消防
控



受 付許 可

令和 日 月第年 月 号 令和

受 付

年 日

道路占用
許可申請

書
新 更 変 第 号

協　　議 規 新 更 年 月 日

(宛先 ) 高松市長 令和 年 月 日

住 所

氏 名 ㊞

担当者道路法
第32条

の規定により
氏 名

第35条 協　　　議 ＴＥＬ

許可を申請
します。

占 用 目 的

占 用 場 所
路線名 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

場 所

名 称 規 模 数 量

日まで
占 用 期 間

令和 占用物件の

構 造

年 月 日から

月令和 年
間

日まで
工 事 期 間

令和 工事実施の

方 法

年 月 日から

月令和 年
間

道 路 の

復 旧 方 法
添 付 書 類

路 面 区 分
コ ン ク リ ー ト

工 事 施 行 ア ス フ ァ ル ト ・ カ ラ ー タ イ ル

砂 利 ・

掘 削 面 積
業 者

担当者
氏 名 車道 ㎡

ＴＥＬ 歩道 ㎡

備 考

令和 年 月 日

高松市 北 ・ 南 ・ 東 ・ 西 消防署長
殿

高　松 北 ・ 南 ・ 東 ・ 西 警察署長

高松市長 大 西 秀 人

道路占用について（照会）

このことについて、上記のとおり
許可申請

がありましたので、回答願います。
協　　議

回　　　　　　　答 回　　　　　　　答

令和 年 月 日日 令和月 年

高松市　北・南・東・西　消防署長

高 松 市 指 令 道 管

第 号

占 用 物 件

高松　北・南・東・西　警察署長

警察
控



許 可 受 付

号 令和 月年 月 日

受 付

年令和

新 更 変

日

新 更

第

道路占用
許可申請

書
月 日

第 号

令和 年

年協　　議 規

月 日

住 所

(宛先 ) 高松市長

氏 名 ㊞

担当者道路法
第32条

の規定により
氏 名

第35条 協　　　議 ＴＥＬ

許可を申請
します。

占 用 目 的

占 用 場 所
路線名 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

場 所

名 称 規 模 数 量

日まで
占 用 期 間

令和 占用物件の

構 造

年 月 日から

月令和 年
間

日まで
工 事 期 間

令和 工事実施の

方 法

年 月 日から

月令和 年
間

道 路 の

復 旧 方 法
添 付 書 類

路 面 区 分
コ ン ク リ ー ト

工 事 施 行 ア ス フ ァ ル ト ・ カ ラ ー タ イ ル

砂 利 ・

掘 削 面 積
業 者

担当者
氏 名 車道 ㎡

ＴＥＬ 歩道 ㎡

備 考

令和 年 月 日

高松市 北 ・ 南 ・ 東 ・ 西 消防署長
殿

高　松 北 ・ 南 ・ 東 ・ 西 警察署長

高松市長 大 西 秀 人

道路占用について（照会）

このことについて、上記のとおり
許可申請

がありましたので、回答願います。
協　　議

回　　　　　　　答 回　　　　　　　答

令和 年 月 日日 令和月 年

高松市　北・南・東・西　消防署長 高松　北・南・東・西　警察署長

高 松 市 指 令 道 管

第 号

占 用 物 件



占 用 物 件

高松市長

年

付けて
許可

同意
します。 大 西 秀 人 印

申請

協議

高 松 市 指 令 道 管

第 号
令和 月

　舗装道路を掘削した場合は、直ちに仮復旧すること。
　なお、仮復旧箇所は、高松市道路管理課が施行する本復旧工事着手時までは、占用者の費用負担で、常時良好な状態を保つよう維持管理すること。
　工事により、道路標識の破損又は道路標示・区画線の抹消をした場合は、速やかに確実に復旧すること。
　工事が終了したときは、速やかに工事用機械器具、発生材料等を道路から搬出し、路面及び排水施設を清掃すること。

　工事内容によっては、二区分工事、夜間工事、通行禁止・制限等の措置を講ずること。
　占用部分の前面又は付近で作業をしたり、材料、車両その他のものを放置しないこと。
　緊急自動車の通行、消防活動、消火栓使用等の支障にならないようにすること。
　道路を掘削したときは、特別の理由がある場合を除き、当日中に良質花崗土で埋め戻すこと。

解決すること。
　工事の着手及び完了については、高松市道路管理課に届け出て、係員の指示、監督及び検査を受けること。
　工事に際しては、朝夕の通勤・通学時を避け、付近住民に十分周知の上、施行すること。
　工事中は、保安施設及び案内標識を完備し、片側通行を確保して、他の交通の支障にならないようにすること。

　占用料納付済証及び工事掲示板を掲示すること。
　占用の継続、変更、廃止等の場合には、遅滞なく申請し、又は届け出て、許可等を受けること。
　道路構造の保全、道路交通の安全、美観その他公益に支障を及ぼさないよう占用物件の維持管理を行うこと。
　道路の占用及び工事の施行により、道路管理者に損害を与え、又は第三者と紛議が生じたときは、占用者の責任において損害を賠償し、又は紛議を

14
15

10
11
12
13

6
7
8
9

2
3
4
5

占用物件
占用料

　　円

期 間

年 月
＝×

単 価

特別許可条件 　別添、消防署、警察署の注意事項を遵守のこと。

許 可 条 件

のあった占用については、上記の条件を日付けで

1 　申請者及び工事施行業者は、道路法、同法施行令、高松市道路占用料徴収条例、高松市道路占用規則その他関係規定を遵守しなければならない。

許 可 受 付

号 令和 月年 月 日

受 付

年令和

新 更 変

日

新 更

第

道路占用
許    可

書
月 日

第 号

令和 年

年同　　意 規

月 日

住 所

氏 名 ㊞

担当者
氏 名

ＴＥＬ

占 用 目 的

占 用 場 所
路線名 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

場 所

名 称 規 模 数 量

日まで
占 用 期 間

令和 占用物件の

構 造

年 月 日から

月令和 年
間

日まで
工 事 期 間

令和 工事実施の

方 法

年 月 日から

月令和 年
間

道 路 の

復 旧 方 法
添 付 書 類

路 面 区 分
コ ン ク リ ー ト

工 事 施 行 ア ス フ ァ ル ト ・ カ ラ ー タ イ ル

砂 利 ・

掘 削 面 積
業 者

担当者
氏 名 車道 ㎡

ＴＥＬ 歩道 ㎡

備 考

道路掘削復旧費負担金 道 路 占 用 料

掘削部分

影響部分

消費税及び
地方消費税額

×
単 価

円
＝

面 積

㎡

合　　計

復 旧 費

円 円

単 位

㎡ ｍ 本
×

合　　計



占 用 目 的

占 用 物 件

氏 名

第 号

高 松 市 指 令 道 管

特別許可条件 　別添、消防署、警察署の注意事項を遵守のこと。

合　　計 合　　計

消費税及び
地方消費税額

影響部分

　　円

掘削部分

占用料

円 ㎡ 円 円 ㎡ ｍ 本 年 月

単 位
×

期 間
＝占用物件

単 価
×＝

復 旧 費単 価
×

面 積

備 考

道路掘削復旧費負担金 道 路 占 用 料

車道 ㎡

ＴＥＬ 歩道 ㎡
掘 削 面 積

業 者
担当者

氏 名

コ ン ク リ ー ト

工 事 施 行 ア ス フ ァ ル ト ・ カ ラ ー タ イ ル

砂 利 ・
路 面 区 分

工 事 期 間

添 付 書 類
道 路 の

復 旧 方 法

令和 日まで

月 日から
間

工事実施の

方 法

令和 年

年 月

月 日から

月 日まで
間

占用物件の

構 造

令和 年

令和 年
占 用 期 間

名 称 規 模 数 量

占 用 場 所
路線名 車 道 ・ 歩 道 ・ そ の 他

場 所

ＴＥＬ
担当者

㊞

日

住 所

氏 名

日

令和 年 月

年 月

号

同　　意 規 新 更

新 更 変
道路占用

許    可
伺

第

日年 月第 号 令和月 日令和 年

許 可 受 付 受 付


